


11

制をとります。有事においては社長を本部長とした「有事

対策本部」を設置し、危機管理にあたります。

③�取締役の意思決定、その他職務の執行及び取締役に対す

る報告に関する情報については、文書管理規程、その他の

社内規程に基づき適切に作成、保存、管理します。

④�監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、会

計監査人は会計監査内容について監査役に説明し、情報

交換を行うとともに、社内監査部門と連携して適切な意思

疎通と効果的な監査業務の遂行を図ります。

⑤�キョーリングループ各社に「コンプライアンス委員会」と

「リスク管理委員会」を置くとともに「キョーリングループ

コンプライアンス委員会」と「キョーリングループリスク管

理委員会」がグループ全体のコンプライアンス及びリスク

管理の対応を統括・推進します。また、グループ全体の相

談・通報体制を構築しています。

　�　なお、関連会社の管理にあたっては「関係会社管理規

程」を制定し、その経営面では自主性を尊重しつつ、事業

内容の定期的報告と重要案件についての事前協議を行う

指導体制を構築しています。

　�　社内監査部門は「内部監査規程」に基づき関連会社の監

査を実施し、監査結果に応じて統括部署が指示、勧告また

は適切な指導を行っています。また、「財務報告に係る内

部統制の評価及び報告に関する規程」に基づき、財務報告

に係る内部統制の評価と報告を行い、経営者が信頼性の

ある内部統制報告書を作成できる体制を構築しています。

⑥�反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備

状況

　当社は企業理念を踏まえ、企業倫理、コンプライアンス

の遵守に向けて「キョーリン企業行動憲章」を制定し、その

中で「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢

力及び団体に対し毅然として対決する」ことを明文化して

おります。

当社は、反社会的勢力・団体との関係を排除するととも

に断固として対決します。社内体制としては、担当役員を

統括責任者とするコンプライアンス委員会を設置して企

業倫理及びコンプライアンス体制を総括管理しています。

コンプライアンス担当部署は総務部とし、関係各部と連携

して社内教育等を通して企業倫理及びコンプライアンス

の浸透・強化を図っております。

反社会的勢力による不当要求に備えた平素からの対応

状況としては、反社会的勢力・団体との接触があった場合

に備えて本社、全支店に「不当要求防止責任者」を設置し

ており、所管警察署、「特防」、顧問弁護士等と連絡を密に

して反社会的勢力・団体に関する最新の動向・情報を収集

すると同時に緊急時の指導・相談、援助の体制を構築して

います。また、各社員の初期対応に備えるため「クレーム・

トラブルの初期段階での対応（電話時・来社時）」マニュア

ルを作成し、適切に対処できる体制を整備しております。

3．�監査体制について
①内部監査の状況

内部監査につきましては、通常の業務部門とは独立した社

長直轄の監査室（5名）が年度ごとに作成する「監査計画」に

基づき、当社及びグループ会社の経営活動における法令順

守状況と内部統制の有効性・効率性について定期的に検討・

評価しております。内部監査の過程で確認された問題点、

改善点等は直接社長へ報告するとともに改善のための提言

を行っております。

②監査役監査の状況
各監査役は、期初に監査役会が策定しました監査方針及

び監査計画に従い監査を行っております。また、取締役会や

経営会議など重要会議への出席、重要な決裁書類・資料の

閲覧、各部・事業所・グループ会社の調査など多面的な監査

を行っております。

③会計監査の状況
当社は、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、新

日本有限責任監査法人により監査を受けております。

会計監査人である新日本有限責任監査法人とは、決算期

における会計監査のほか、適宜アドバイスをいただいており

ます。
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